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堺市告示第３０７号 

 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に基づき確認

を行った特定教育・保育施設について、同法第４１条第１号の規定により、次のとおり告

示する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 幼保連携型認定こども園 

 

 

 

名称 所在地 設置者 確認年月日 

くみの木こども園

つくの 

堺市西区津久野町２丁36番９号 社会福祉法人

ラポール会 

令和３年８月

１日 

告  示 
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堺市公告第４７３号 

 

 計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の所在場所にお

ける定期検査を実施するので、同法第２１条第２項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

定期検査を行う区域 堺市内全域 

対象となる特定計量器 非自動はかり、分銅及びおもり 

実施の期日 令和３年10月７日から令和４年３月31日まで 

実施場所 
特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）

第39条第１項の規定による特定計量器の所在の場所 

定期検査を行わせる指定定期 

検査機関の名称 

一般社団法人大阪府計量協会 

 

 

 

堺市公告第４７４号 

 

堺市循環型社会形成推進条例（平成１５年条例第３２号）第２９条第１項及び第３０条

の規定に基づき、事業計画書及び説明会等計画書の提出があったので、同条例第３１条の

規定により公告するとともに、当該事業計画書等を次の期間一般の縦覧に供する。 

 

令和３年９月３日 

 

  堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

公  告 
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三重県伊賀市予野字西出2700番地の１ 

株式会社ヤマゼン運輸 

  代表取締役 奥田 貴光 

 

２ 廃棄物処理施設の設置の場所  

大阪府堺市堺区築港南町９番１、９番４、９番５、９番６、９番７、９番８、９番９、

９番11 

 

３ 廃棄物処理施設の種類  

産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する施設 

 

４ 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類 

燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、

ガラスくず、鉱さい、がれき類、ばいじん 

※石綿含有産業廃棄物を含み、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除

く（以上12種類） 

 

５ 廃棄物処理施設の処理能力  

積替え・保管場所の面積 704.0㎡ 

積替えのための保管上限 1803.3㎥ 

 

６ 事業計画書等の縦覧の場所、期間及び時間  

(1) 場所 

      堺市堺区南瓦町３番１号 堺市役所高層館４階 

環境局環境保全部環境対策課 

(2) 期間 

   令和３年９月３日（金）から令和３年10月２日（土）まで 

ただし、堺市の休日に関する条例（平成２年条例第20号）第２条第１項に規定する

休日を除く。 

(3) 時間 

午前９時から正午まで及び午後０時45分から午後５時30分まで 

 

 

 

堺市公告第４７５号 
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 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定に基づき、南部

大阪都市計画事業黒山西土地区画整理事業について換地処分があったので、同条第４項の

規定により公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

 

 

堺市公告第４７６号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７６条第１項の規定に基づき建築協定の廃

止を認可したので、同条第２項の規定により、その旨を次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 建築協定の名称 泉北赤坂台Ｃ一般分譲住宅建築協定 

          （堺市南区赤坂台５丁29－１ほか） 

 

２ 認定廃止年月日及び認定廃止番号 令和３年８月24日 堺建安第Ｈ－２号 

 

 

 

堺市公告第４７７号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基づき道路の

位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    
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区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

指定 令和３年５月

17日 

堺宅地第Ｐ－

319号 

東区野尻町 319番８、321

番13及び地先

水路 

5.7 30.50 １ 

 

 

 

堺市公告第４７８号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基づき道路の

位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

指定 令和３年４月

20日 

堺宅地第Ｐ－

320号 

中区土師町

二丁 

98番３、102

番20及び99番

９ 

6.7 42.73 １ 

 

 

 

堺市公告第４７９号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基づき道路の

位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    
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区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

指定 令和３年５月

26日 

堺宅地第Ｐ－

323号 

中区深井沢

町 

2694番３ 4.7 46.84 １ 

 

 

 

堺市公告第４８０号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基づき道路の

位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

指定 令和３年６月

17日 

堺宅地第Ｐ－

324号 

東区日置荘

原寺町 

75番45 4.7 22.40 １ 

 

 

 

堺市公告第４８１号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基づき道路の

位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    
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区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

指定 令和３年８月

17日 

堺宅地第Ｐ－

325号 

中区土師町

二丁 

102番21 6.7 16.79 １ 

 

 

 

堺市公告第４８２号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基づき道路の

位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

指定 令和３年８月

11日 

堺宅地第Ｐ－

326号 

東区野尻町 319番12及び3 

19番17 

5.7 26.89 １ 

 

 

 

堺市公告第４８３号 

 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定に基づき道路の

位置の指定をしたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１０条第

１項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    
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区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

指定 令和３年７月

26日 

堺宅地第Ｐ－

328号 

北区金岡町 2231番２ 4.7 25.09 １ 

 

 

 

堺市公告第４８４号 

 

 堺市建築基準法施行条例（平成１２年条例第３３号）第６条第１項の規定に基づき、私

道の廃止を承認したので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

区分 指定年月日 承認番号 地名 地番 
幅員 

（Ｍ） 

延長 

（Ｍ） 

本数 

（本） 

廃止 令和３年７月

５日 

堺宅地第Ｐ－

327号 

堺区旭ヶ丘

中町一丁 

20番１及び20

番４ 

4.25 22.50 １ 

 

 

 

堺市公告第４８５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく開発行為に関する工事が完了したの

で、同法第３６条第３項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市長 永 藤 英 機    

 

１ 開発区域 

  堺市美原区黒山652番１、706番１の各一部及び713番３ 
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２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

  大阪府堺市美原区黒山321番地 

平井 龍一 

 

 

 

 

 

 

 堺市博物館協議会規則の一部を改正する規則を公布する。 

   令和３年９月３日 

堺市教育委員会        

教育長 日 渡   円    

堺市教育委員会規則第１９号 

 

 

堺市博物館協議会規則の一部を改正する規則 

 

堺市博物館協議会規則（昭和55年教育委員会規則第16号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「会議」の次に「（以下「会議」という。）」を加え、「堺市博物館長 

（以下「館長」という。）」を「会長」に改め、同条第２項中「館長」を「会長」に改め、 

「協議会の」を削る。 

 第４条第３項本文中「協議会の」を削り、同項ただし書中「協議会の議決により、秘密

会」を「会長は必要があると認めるときは、出席した委員の過半数の同意を得て、会議を

非公開」に改める。 

 第７条を第10条とし、第６条を第７条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（会議録） 

第８条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 会議に出席した委員の氏名 

(3) 議事の内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、学芸課において行う。 

第５条第１項中「協議会の」を削り、同条第７項中「秘密会を開く」を「会議を非公開

とする」に改め、同条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

教育委員会規則 
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 （会議の特例） 

第５条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむ

を得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴

取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。  

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に次の１項

を加える。 

（経過措置） 

２ 委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第３条第１項の規定にかかわらず、

教育長が行う。 

 別記様式中「第５条関係」を「第６条関係」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

堺市農業委員会告示第９号 

 

堺市農業委員会総会を招集するので、堺市農業委員会総会規則（昭和３８年農業委員会

規則第３号）第２条の規定に基づき、次のとおり告示する。 

 

令和３年９月３日 

 

堺市農業委員会       

会長 檀 野 隆 一    

 

［日時］ 

令和３年９月９日（木）午後１時30分 

［場所］ 

 堺市産業振興センター４階 セミナー室１ 

［付議すべき事項］ 

１ 農地法第３条の規定による許可申請について 

２ 農地法第５条の規定による許可申請について 

農業委員会告示 
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３ 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

４ 農地法第４条及び第５条の規定による届出に対する事務局長専決処分の報告につい

て 

５ その他 

 

 

 

 

 

 

 勤務条件に関する措置の要求に関する規則等の一部を改正する規則を公布する。 

   令和３年９月３日 

堺市人事委員会        

委員長 酒 井 貴 子    

堺市人事委員会規則第６号 

 

 

勤務条件に関する措置の要求に関する規則等の一部を改正する規則 

 

 （勤務条件に関する措置の要求に関する規則の一部改正） 

第１条 勤務条件に関する措置の要求に関する規則（平成18年人事委員会規則第４号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「に規定する」を「の」に改める。 

第７条第１項各号列記以外の部分中「、次に掲げる事項を記載し」を削り、「記名押

印し」を「次に掲げる事項を記載し」に改める。 

  第７条第１項第４号中「の不満」を「に規定する不満」に改め、同条第４項中「届出

なければ」を「届け出なければ」に改める。 

第８条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加える。 

第12条第２項中「記名押印した」を削る。 

（不利益処分についての審査請求に関する規則の一部改正） 

第２条 不利益処分についての審査請求に関する規則（平成18年人事委員会規則第５号）

の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「の規定による」を「の」に改め、同条第２項中「次に掲げる事項を

記載し、請求者が記名押印し」を「請求者が次に掲げる事項を記載し」に改める。 

  第５条第３項中「前項の」を「前項本文の規定による」に改める。 

  第６条第１項中「、審査する」を「審査する」に改める。 

人事委員会規則 
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第９条の２第３項中「第８条第14項後段」を「第８条第15項後段」に改める。 

第14条第４項中「前項」を「再審を請求しようとする者は、前項」に、「には」を

「に」に改め、「、再審を請求しようとする者が記名押印して」を削る。 

（堺市公務災害補償の審査の請求に関する規則の一部改正） 

第３条 堺市公務災害補償の審査の請求に関する規則（平成18年人事委員会規則第９号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「、記名押印して」を削る。 

（職員団体の登録に関する規則の一部改正） 

第４条 職員団体の登録に関する規則（平成18年人事委員会規則第11号）の一部を次のよ

うに改正する。 

様式を次のように改める。 

     （次のよう 別記） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、第４条の規定による改正前の職員団体の登録に関する規則の様

式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、同条

の規定による改正後の職員団体の登録に関する規則の様式に関する規定による帳票とみ

なして使用することができる。 
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